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承第１０号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３

０年６月２９日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号） 

平成３０年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，３５３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，３８０，８３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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承第１１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３

０年７月２０日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第４号） 

平成３０年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２，８６０千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，４０３，６９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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１　一般職
（１）総括

325

（3）

325

（3）

（　）内は短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

管理職員
特別勤務
手当

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

30,036 35,243 10,686 15,127 30 84,910 35,926 253,070 185,489 1,025 164,416 579 744

補
正
前

30,036 35,243 10,686 15,127 30 76,588 35,926 253,070 185,489 1,025 164,416 744

比
較

8,322 579

2,287,858

給 与 費 明 細 書

補
正
前

1,116,380 808,380 1,924,760 363,098

817,281 1,933,661

8,901

備考

8,901 8,901

合計
（千円）計

（千円）

給          与          費

職員手当
（千円）

職
員
手
当
の
内
訳

給料
（千円）

報酬
（千円）

区
分

区分

2,296,759

職員
数
（人）

1,116,380
補
正
後

比
較

共済費
（千円）

363,098
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分

増減額
(千円)

8,901 その他の 8,901 時間外勤務手当 8,322 断水対応及び大雨対応による

増減分 管理職員特別勤務手当 579
職
員
手
当

増減事由
別内訳(千円)

説　　　明 備　　　考
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承第１２号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３

０年７月２０日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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平成３０年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第 1号） 

（総則） 

第１条 平成３０年度美濃加茂市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （収益的支出の補正） 

第２条 平成３０年度美濃加茂市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予

定額を次のとおり補正する。 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 水道事業費用 1,468,238 千円   40,868 千円  1,509,106 千円 

  第１項 営業費用  1,415,163 千円   40,868 千円  1,456,031 千円 
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支　出 （単位：千円）

1 水道事業費用 1,468,238 40,868 1,509,106

1 営 業 費 用 1,415,163 40,868 1,456,031

4 総 係 費 137,039 40,868 177,907

平成３０年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的支出

款 項 目 計既決予定額 補正予定額
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー：

　　　当年度純利益 42,590

　　　減価償却費 488,045

　　　貸倒引当金の増減額（減少は△） 0

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） 461

　　　長期前受金戻入益 △ 255,589

　　　受取利息及び配当金 △ 1,080

　　　支払利息 23,593

　　　資産減耗費 31,471

　　　未収金の増減額（増加は△） 37,661

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） △ 2,688

　　　その他流動資産の増減額（増加は△） △ 600

　　　未払金の増減額（減少は△） 4,400

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） △ 583

　　　　　小計 367,681

　　　利息及び配当金の受取額 1,080

　　　利息の支払額 △ 23,593

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 345,168

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 513,096

　　　国庫補助金等による収入 28,500

　　　工事負担金の受入による収入 14,963

　　　分担金の受入による収入 57,140

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 100,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 512,493

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

△ 98,204

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 98,204

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） △ 265,529

Ⅴ　資金期首残高 2,066,920

Ⅵ　資金期末残高 1,801,391

平成３０年度美濃加茂市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

　　　建設改良費等の財源に充てるための
      企業債の償還による支出
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（単位：千円）

１

（１）

イ 465,589

ロ 1,011,333

△ 206,362 804,971

ハ 17,798,635

△ 7,701,525 10,097,110

ニ 2,070,444

△ 1,117,535 952,909

ホ 9,479

△ 6,366 3,113

ヘ
25,083

△ 19,556 5,527

ト 64,956

12,394,175

（２）

イ 799,975

799,975

13,194,150

２

（１） 1,801,391

（２） 126,757

△ 1,198 125,559

（３） 5,906

（４） 1,041

1,933,897

15,128,047

未 収 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

そ の 他 流 動 資産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券
投資その他の資産
合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

車両及び運搬具

減価償却累計額
工 具 器 具
及 び 備 品

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

建 物

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

平成３０年度美濃加茂市水道事業予定貸借対照表
（平成３１年３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地
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３
（１）

イ

891,333
891,333

（２）

イ 93,520
93,520

984,853
４

（１）

イ 98,654
98,654

（２） 308,674
（３） 0
（４）

イ 6,606
6,606

（５） 7,957
421,891

５
11,245,895

△ 4,898,893
6,347,002

7,753,746

６ 6,369,645

７
（１）

イ 4,164
4,164

（２）

イ 559,699
ロ 300,000

ハ
140,793

1,000,492
1,004,656

7,374,301

15,128,047

利 益 剰 余 金 合計
剰 余 金 合 計

資 本 合 計

企 業 債 合 計
未 払 金
前 受 金
引 当 金
賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計

退職給付引当金
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

流 動 負 債
企 業 債

建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

負　　　債　　　の　　　部

固 定 負 債

負 債 資 本 合 計

補 助 金
資 本 剰 余 金 合計

利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
建設改良積立金
当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部
資 本 金

剰 余 金
資 本 剰 余 金

そ の 他 流 動 負債
流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益
長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

企 業 債 合 計
引 当 金
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議第４３号 

   美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市印鑑条例（昭和５０年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

（印鑑登録原票） （印鑑登録原票） 

第６条 市長は、第４条第１項の規定による印

鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に

係る次に掲げる事項を登録するものとする。

第６条 市長は、第４条第１項の規定による印

鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に

係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 男女の別 

(5)～(7) （略） (6)～(8) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（印鑑登録証明書） （印鑑登録証明書） 

第１１条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に

登録されている印影の写し（印鑑登録原票に

登録されている印影を光学画像読取装置（こ

れに準ずる方法により一定の画像を正確に

読み取ることができる機器を含む。）により

読み取つて磁気ディスクに記録したものに

係るプリンターからの打出しを含む。以下同

じ。）について市長が証明するものとし、併

せて第６条第１項第３号から第６号までに

規定する事項を記載するものとする。 

第１１条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に

登録されている印影の写し（印鑑登録原票に

登録されている印影を光学画像読取装置（こ

れに準ずる方法により一定の画像を正確に

読み取ることができる機器を含む。）により

読み取つて磁気ディスクに記録したものに

係るプリンターからの打出しを含む。以下同

じ。）について市長が証明するものとし、あ

わせて第６条第１項第３号から第７号まで

に規定する事項を記載するものとする。 



２ （略） ２ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の

登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例によ

る。 



議第４４号 

美濃加茂市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

について 

美濃加茂市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市体育館の設置及び管理に関する条例（昭和５８年美濃加茂市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 体育館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

第２条 体育館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

美濃加茂市中央体育館

プラザちゅうたい 

美濃加茂市太田町１９

１６番地１ 

美濃加茂市西体育館 美濃加茂市西町三丁目

２３２番地 

名称 位置 

美濃加茂市中央体育館 

プラザちゅうたい 

美濃加茂市太田町１９

１６番地１ 

美濃加茂市西体育館 美濃加茂市西町三丁目

２３２番地 

（使用の許可） （使用の許可） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 使用者は、体育館に特別の設備を設け、又

は備付けの器具以外の器具を搬入するとき

は、あらかじめ市長の許可を受けなければな

らない。 

４ 使用者は、体育館に特別の設備を設け、又

は備えつけの器具以外の器具を搬入すると

きは、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。 

（許可の制限） （許可の制限） 
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第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は体育館の使用を許可しない。 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は体育館の使用を許可しない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 建物又は附属設備を毀損し、又は滅失す

るおそれがあるとき。 

(2) 建物又は附属設備をき損又は滅失する

おそれがあるとき。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（許可の取消し等） （許可の取消し等） 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、許可を取り消し、又は使

用の停止を命ずることができる。 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、許可を取り消し、又は使

用の停止を命ずることができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に

必要と認めたとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか市長が特に

必要と認めたとき。 

２ （略） ２ （略） 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第１２条 使用者は、体育館の使用を終了した

ときは、直ちに使用場所を原状に回復しなけ

ればならない。第９条第１項の規定により許

可を取り消され、又は使用の停止を命じられ

たときも同様とする。 

別表（第１０条関係） 

【別表（改正後）】 

第１２条 使用者は、体育館の使用を終了した

ときは、直ちに使用場所を原状に回復しなけ

ればならない。第７条第１項の規定により許

可を取り消され、又は使用の停止を命じられ

たときも同様とする。 

別表（第１０条関係） 

【別表（改正前）】 

【別表（改正前）】 

１ プラザちゅうたい 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 冷暖房設備(1 時間当たり) 

区分 大ホール 小ホール 各室１室 

使用料金 １２，４００円 １，６００円 ６００円

 (5) その他 

 ア・イ （略） 

 ウ 使用者が入場料を徴収する場合は、(1)、(2)及び(3)に規定する金額に次に

掲げる区分に応じ、当該区分の右欄に掲げる率を乗じて得た額を加算する。 
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（略） 

 エ 自らの営利につながる内容で施設を使用する場合は、(1)、(2)及び(3)に規

定する金額に５０パーセントを乗じて得た額を加算する。 

 オ （略） 

２ 美濃加茂市西体育館 

区分 金額 

８：００～

１０：００

１０：００

～１２：０

０ 

１２：００

～１４：０

０ 

１４：００

～１６：０

０ 

１６：００

～１８：０

０ 

１８：００

～２２：０

０ 

コート ８００円 ８００円 ８００円 ８００円 ８００円 １，６００

円 

会議室洋室 ４００円 ４００円 ４００円 ４００円 ４００円 ８００円 

和室 ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 ４００円 

備考 

１ コートをアマチュアスポーツ以外で使用する場合は、この表に規定する金額

に１００パーセントを乗じて得た額を加算する。 

２ 会議室の冷暖房設備を使用する場合は、１室１時間につき３００円を加算す

る。 

３ コートの音響設備を使用する場合は、１回につき５００円を加算する。 

【別表（改正後）】 

１ プラザちゅうたい 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 冷暖房設備 

区分 使用単位 使用料金 

大ホール １時間 １２，４００円

小ホール １時間 １，６００円

各室１室 １時間 ６００円

 (5) その他 

  ア・イ （略） 

ウ 使用者が入場料を徴収する場合は、別表の１の(1)、(2)及び(3)に規定する

金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分の右欄に掲げる率を乗じて得た額を

加算する。 

（略） 
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 エ 自らの営利につながる内容で施設を使用する場合は、別表の１の(1)、(2)

及び(3)に規定する金額に５０パーセントを乗じて得た額を加算する。 

 オ （略） 

２ 美濃加茂市西体育館 

(1) 使用料 

区分 金額 

８：００～

１０：００

１０：００

～１２：０

０ 

１２：００

～１４：０

０ 

１４：００

～１６：０

０ 

１６：００

～１８：０

０ 

１８：００

～２２：０

０ 

１

階 

アリーナ

北 

１，００

０円 

１，０００

円 

１，０００

円 

１，０００

円 

１，０００

円 

２，０００

円 

アリーナ

南 

１，００

０円 

１，０００

円 

１，０００

円 

１，０００

円 

１，０００

円 

２，０００

円 

ミーティ

ングルー

ム１ 

４００円 ４００円 ４００円 ４００円 ４００円 ８００円 

ミーティ

ングルー

ム２ 

４００円 ４００円 ４００円 ４００円 ４００円 ８００円 

和室 ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 ４００円 

２

階 

柔道場 １，６００

円 

１，６００

円 

１，６００

円 

１，６００

円 

１，６００

円 

３，２００

円 

(2) 附属設備等 

区分 使用単位 使用料金 

アリーナ音響設備 １回（１日を上限とす

る。以下同じ。） 

５００円

ミーティングルーム音響設備 １回 ５００円

(3) 冷暖房設備 

区分 使用単位 使用料金 

ミーティングルーム１ １時間 ３００円

ミーティングルーム２ １時間 ３００円

和室 １時間 ３００円

柔道場 １時間 ８００円
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(4) その他 

ア 備付けのスポーツ用具の使用は、無料とする。 

イ 冷暖房設備の使用時間に１時間未満の端数が生じた時は、これを１時間に

切り上げる。 

ウ 使用者が入場料を徴収する場合は、別表の２の(1)及び(2)に規定する金額

に次に掲げる区分に応じ、当該区分の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を加

算する。 

入場料の最高額 額 

１，０００円未満 ５０パーセント 

１，０００円以上 １００パーセント 

  エ 自らの営利につながる内容で施設を使用する場合は、別表の２の(1)及び

(2)に規定する金額に５０パーセントを乗じて得た金額を加算する。 

  オ 消耗品に係る経費については、別に徴収することができる。

附 則 

この条例は、平成３０年１２月１日から施行する。 
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議第４５号 

平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第５号） 

平成３０年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８０，２６０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，０８３，９５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

平成３０年８月２０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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第 ２ 表

（追加）
（単位：千円）

期　　間 限　　 度　  額

債 　 務   負   担   行   為　の　補　正

私立保育園運営費等補助事業 27,090平成３１年度

事　　　　　　　項



第 ３ 表

（変更）

利　　　　率 利　　　　率

災害時情報伝達体制確立事
業
（公衆無線LAN環境整備）

16,700 年1.8％以内 5,400 年1.8％以内

臨時財政対策債 690,000 750,900

地　　方　　債　　の　　補　　正

千円 千円

起　　債　　の　　目　　的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限　　度　　額 限　　度　　額
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限 度 額
期  間 金  額

千円 千円
私立保育園運営費等補助事業

27,090

保育園等給食調理業務

637,114 H29 133,032

放課後児童健全育成事業運営業務

435,000 H29 79,832

基幹農道及び幹線道建設事業借入金元

利補給金 138,140 H2-H29 134,725

木曽川右岸用水施設緊急改築事業借入金

元利補給金 548,286 H15-H29 512,330

小口融資資金利子補給金

1,082 H25-H29 789

事業活性化支援利子補助金

19,471 H27-H29 11,091

道路整備事業

50,000

学校給食センター給食調理業務等

520,000 H29 112,299

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末までの

支出（見込）額事　　　　　項
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期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円

H31 27,090 16,908 10,182

H30-H32 504,082 28,434 475,648

H30-H32 355,168 83,410 89,586 182,172

H30-H31 3,415 3,415

H30 35,956 35,956

H30-H35 293 293

H30-H32 8,380 8,380

H31 50,000 50,000

H30-H33 407,701 407,701

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

支出予定額 特　　　定　　　財　　　源 一般財源

当該年度以降の

- 79 -



前前年度末現 前年度末現在 当該年度末現

  在高　　　　　　　高見込額　　　 当該年度中 当該年度中元 在高見込額　

起債見込額 金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債 6,083,470      6,044,656      601,200         746,578         5,899,278

（１）　総　　務　　 144,374         158,046         16,500           22,054           152,492

（２）　民　　生 64,724           34,625                               20,807           13,818

（３）　衛　　生                                                                                 

（４）　農　　林 357,957         290,641         9,700            68,259           232,082

（５）　商　　工 16,385           14,328                               2,087            12,241

（６）　土　　木 2,954,074      2,749,417      237,900         410,055         2,577,262

（７）　消　　防 107,399         129,990         21,700           12,734           138,956

（８）　教　　育 2,438,557      2,667,609      315,400         210,582         2,772,427

２　災害復旧債                                                                                 

（１）　補助災害                                                             

（２）　単独災害                                                                                 

３　そ　の　他 7,924,257      7,869,864      750,900         746,922         7,873,842

（１）　県貸付金                                                                                 

（２）　減収補てん債等 338,300         261,720                             58,388           203,332

（３）　財源対策債等 403,830         298,643                             81,718           216,925

（４）　臨時財政対策債 7,182,127      7,309,501      750,900         606,816         7,453,585

14,007,727     13,914,520     1,352,100      1,493,500      13,773,120

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

区   　　   分

合　　　計
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議第４６号 

平成３０年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第１号） 

平成３０年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１，９０２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，２６４，１６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３０年８月２０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第４７号 

平成３０年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第１号） 

平成３０年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３８，６３９千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，２４３，６２２千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）」による。 

平成３０年８月２０日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第４８号 

平成３０年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第２号） 

（総則） 

第１条 平成３０年度美濃加茂市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 （収益的支出の補正） 

第２条 平成３０年度美濃加茂市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 水道事業費用 1,509,106 千円    6,804 千円  1,515,910 千円 

  第１項 営業費用  1,456,031 千円    6,804 千円  1,462,835 千円 

 （資本的支出の補正） 

第３条 予算第４条中「不足する額５６９，１０３千円」を「不足する額５８３，

１０３千円」に、「過年度分損益勘定留保資金４３５，５７８千円」を「過年度分

損益勘定留保資金４４９，５７８千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとお

り補正する。 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 資本的支出   689,814 千円   14,000 千円   703,814 千円 

  第１項 建設改良費  591,610 千円   14,000 千円   605,610 千円 

  平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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支　出 （単位：千円）

1 水道事業費用 1,509,106 6,804 1,515,910

1 営 業 費 用 1,456,031 6,804 1,462,835

4 総 係 費 177,907 6,804 184,711

平成３０年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

収益的支出

款 項 目 計既決予定額 補正予定額
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支　出 （単位：千円）

1 資 本 的 支 出 689,814 14,000 703,814

1 建 設改良費 591,610 14,000 605,610

3 営 業 設 備 費 1,470 14,000 15,470

資本的支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー：

　　　当年度純利益 36,290

　　　減価償却費 488,045

　　　貸倒引当金の増減額（減少は△） 0

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） 461

　　　長期前受金戻入益 △ 255,589

　　　受取利息及び配当金 △ 1,080

　　　支払利息 23,593

　　　資産減耗費 31,471

　　　未収金の増減額（増加は△） 36,120

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） △ 2,688

　　　その他流動資産の増減額（増加は△） △ 600

　　　未払金の増減額（減少は△） 4,400

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） △ 583

　　　　　小計 359,840

　　　利息及び配当金の受取額 1,080

　　　利息の支払額 △ 23,593

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 337,327

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 526,059

　　　国庫補助金等による収入 28,500

　　　工事負担金の受入による収入 14,963

　　　分担金の受入による収入 57,140

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 100,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 525,456

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

△ 98,204

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 98,204

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） △ 286,333

Ⅴ　資金期首残高 2,066,920

Ⅵ　資金期末残高 1,780,587

平成３０年度美濃加茂市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

　　　建設改良費等の財源に充てるための
      企業債の償還による支出

- 107 -



（単位：千円）

１

（１）

イ 465,589

ロ 1,011,333

△ 206,362 804,971

ハ 17,798,635

△ 7,701,525 10,097,110

ニ 2,070,444

△ 1,117,535 952,909

ホ 22,442

△ 6,366 16,076

ヘ
25,083

△ 19,556 5,527

ト 64,956

12,407,138

（２）

イ 799,975

799,975

13,207,113

２

（１） 1,780,587

（２） 128,298

△ 1,198 127,100

（３） 5,906

（４） 1,041

1,914,634

15,121,747

平成３０年度美濃加茂市水道事業予定貸借対照表
（平成３１年３月３１日）

有 形 固 定 資 産

土 地

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

構 築 物

減価償却累計額

建 物

減価償却累計額

車両及び運搬具

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

工 具 器 具
及 び 備 品

減価償却累計額

投資その他の資産
合 計

固 定 資 産 合 計

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

未 収 金

貸 倒 引 当 金

流 動 資 産

現 金 預 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

貯 蔵 品

その他流動資産
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３
（１）

イ

891,333
891,333

（２）

イ 93,520
93,520

984,853
４
（１）

イ 98,654
98,654

（２） 308,674
（３） 0
（４）

イ 6,606
6,606

（５） 7,957
421,891

５
11,245,895
△ 4,898,893

6,347,002

7,753,746

６ 6,369,645

７
（１）

イ 4,164
4,164

（２）

イ 559,699
ロ 300,000

ハ
134,493

994,192
998,356

7,368,001

15,121,747

企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

負　　　債　　　の　　　部

固 定 負 債

退職給付引当金
引 当 金 合 計

企 業 債 合 計
引 当 金

企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

固 定 負 債 合 計
流 動 負 債

前 受 金
引 当 金

企 業 債 合 計
未 払 金

その他流動負債
流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益
長 期 前 受 金

資　　　本　　　の　　　部
資 本 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

補 助 金
資本剰余金合計

剰 余 金
資 本 剰 余 金

建設改良積立金

当年度未処分
利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

利益剰余金合計
剰 余 金 合 計
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議第４９号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  平成３０年８月２０日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
山手５１

４号線

美濃加茂市山手町３丁目４７番１地先

美濃加茂市山手町３丁目４７番３地先

２ 
西町５１

５号線

美濃加茂市西町７丁目３０２番１０地先

美濃加茂市西町７丁目３０２番１１地先

３ 
本郷６８

７号線

美濃加茂市本郷町９丁目字薬師下２０６０番５７地先

美濃加茂市本郷町９丁目字薬師下２０６０番５０地先

４ 
御門６８

８号線

美濃加茂市御門町１丁目字上畑１２３１番１地先

美濃加茂市御門町１丁目字上畑１２３１番１３地先

５ 
本郷６８

９号線

美濃加茂市本郷町１丁目字切通橋下１９９８番５地先

美濃加茂市本郷町１丁目字二子６６０番２地先

６ 
本郷６９

０号線

美濃加茂市本郷町５丁目１２５番７地先

美濃加茂市本郷町５丁目１２５番３地先

７ 
下則友５

６５号線

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字大坪２３１２番２地先

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字大坪２２８９番１地先

８ 
今泉４７

２号線

美濃加茂市加茂野町今泉字石畑９１２番１地先

美濃加茂市加茂野町今泉字石畑９１２番８地先



































議第５０号 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市本郷町９丁目１１番３号 

氏  名  若 山 充 

生年月日  昭和２４年６月１１日 
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議第５１号 

美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

 美濃加茂市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                記 

住  所  美濃加茂市加茂川町１丁目１番１５号 

氏  名  渡 邉 博 栄 

生年月日  昭和５１年６月２２日 
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議第５２号 

美濃加茂市古井財産区管理委員の選任について 

 美濃加茂市古井財産区管理委員に下記の者を選任したいから、美濃加茂市財産区

管理会条例（平成２３年美濃加茂市条例第１４号）第３条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                記 

住  所  美濃加茂市川合町２丁目６番１７号 

氏  名  森  實 

生年月日  昭和１４年１月１日 
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諮第１号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市加茂野町鷹之巣２０６９番地５ 

氏  名  伊 藤 左 千 江

生年月日    昭和３１年５月１８日                       
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諮第２号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市下米田町小山７５８番地１ 

氏  名  佐 合 良 平

生年月日    昭和２３年１１月２８日                       
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諮第３号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

平成３０年８月２０日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市伊深町１９８４番地 

氏  名  福 田 美 津 枝

生年月日    昭和２６年３月３１日                       
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平成２９年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の 

認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項及び地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成２９年度の美濃加茂

市の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに水道事業会計及び下水道事業会計

の決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  平成３０年８月２０日提出 

                   美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

認第 １号 平成２９年度美濃加茂市一般会計歳入歳出決算認定について  

認第 ２号 平成２９年度美濃加茂市国民健康保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ３号 平成２９年度美濃加茂市介護保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ４号 平成２９年度美濃加茂市後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定につい

て 

認第 ５号 平成２９年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計

歳入歳出決算認定について 

認第 ６号 平成２９年度美濃加茂市古井財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ７号 平成２９年度美濃加茂市山之上財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ８号 平成２９年度美濃加茂市水道事業会計決算認定について 

認第 ９号 平成２９年度美濃加茂市下水道事業会計決算認定について 
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